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発表要旨: 
人文系の博士後期課程共同指導がフランスの大学と成功した珍しい例と

して，2018年に大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科（学
位：言語文化学）とオルレアン大学（学位：言語科学）で授与されたダ

ブルディグリーがある。両大学間で締結された協定書の起草から，日仏

２名の指導教員による共同指導，日本で行われた日仏合同最終審査会を

経て学位授与に至るまで概要を述べ，その過程で判明した，グローバル

人材育成にあたっての，日本の大学教育の制度上の問題点を指摘する。

また，論文審査の過程で現れた異文化間コミュニケーション上の課題を

述べる。さらに学士課程や修士課程とは異なった博士課程の独自の難し

さ，それを克服できた原因は何か，制度上の問題をいかにクリアした

か，ダブルディグリーの意義，成功の鍵は何かを論じる。 
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フランスの大学との博士課程ダブルディグリー	

実現における課題と展望	

	
髙垣 由美 A、森田 美里 B 

 
１. はじめに 
現在日本の大学で増え続けているダブルディグリー

（以下DD）の多数は学士号・修士号で、博士号は、と
りわけ文系において例が少ない。本発表では、大阪府

立大学とフランスのオルレアン大学とのDD博士号授
与について報告し、その成功の鍵と、実現にあたって

遭遇した諸問題を紹介する。 
 
２. 紹介事例 
ここで紹介する博士の DDは、2018年に大阪府立
大学大学院人間社会システム科学研究科（学位：言語

文化学）とオルレアン大学（学位：言語科学）の共同

指導の結果授与された。学問分野は言語学、論文題目

は「フランス語の話し言葉における舌打ち音―言語学

および日仏異文化間コミュニケーションの観点から

―」。学位取得者は森田美里、主査は髙垣由美である。	

学生が大阪府立大学博士後期課程 2 年在学中の
2015 年 4 月にオルレアン大学と共同指導に関する協
議を開始、約半年後の同年10月に協定締結。2018年
5月にフランスから 2名の審査員を招き、大阪府立大
学で最終審査会開催。フランス側は審査会同日に学位

授与決定、日本側は 2018年 9月に学位授与式を行っ
た。 

 
３. ダブルディグリーとは 
ここで言うDDとは、学生が単に個人として二つの
大学に登録して学位を得ることではなく、「我が国と外

国の大学が、教育課程の実施や単位互換等について協

議し、また、教育課程を共同で編成・実施し、単位互

換を活用することにより、双方の大学がそれぞれ学位

を授与する形態」（文部科学省2017）1)である。つまり

大学同士が協定を結んで制度として共同指導を実現し 
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た結果、２つ学位を得ることである。教育制度の異な

る外国の大学とのDDの実現には、様々な問題をクリ
アする必要がある。	

 
４. すべてオーダーメード 
博士課程のDDは、学生の数だけそれぞれ異なるプ
ログラムである点で、学士号・修士号と異なる。学士・

修士課程では、連携大学と協議して取得単位数や科目

内容を決めるまでは、大学にとって大きな労力が必要

だが、一旦プログラムが出来上がれば、後は既定のレ

ールの上に何人もの学生を乗せられる。これに対して

博士課程では、学生一人一人について個別に協定書を

作成する。研究課題、留学期間、博士論文の執筆言語、

最終審査会での使用言語、審査委員構成、授業料をど

ちらの大学に払うかなど、当該学生の状況に応じて条

件を定め、両大学の学長、研究科長、指導教員、学生

が署名する協定書を取り交わす。つまり「すべてオー

ダーメード」なのが、博士課程のDDである。 
 

５. 遭遇した困難 
5.1	 制度上の違い 
連携相手がフランスの大学であるための固有の困難

が存在する。日本では各大学が独自の基準で博士号を

授与するが、フランスでは「大学が提供する教育につ

いて、これを修了した者に授与される学位が求める基

準に合致していることを国が認証し、学位の質を担保

するという制度」（大場2005）2)をとっているため、「す

べての大学で，同一条件で同一の学位を授与する義務

がある。」(Bergounioux 2017) 3)つまりフランスの学位

審査は全国統一基準に則って行われる。これ故、日本

の大学との連携のために、大学独自の判断で柔軟に対

応することが難しい。 
我々のDDの場合、最も頭を悩ませたのは審査員構
成であった。フランスの博士論文審査員は、学外者が

半数以上で、指導教員は主査になれない。これに対し



  

大阪府立大学の学位審査規定では、学内の教授3名以
上で、指導教員が主査となる。結局、学外審査員の数

に関してはフランス、主査に関しては日本の規則に従

うことで決着したが、それまでの交渉は容易ではなか

った。 
 

5.2 文系特有の難しさ 
フランスの文系独自の難しさとして、学生、教員と

もに高度なフランス語能力が要求される点が挙げられ

る。理系では論文執筆も審査も通常英語で行う上、要

求される文書の量も少ない。しかし文系の審査では、

博士論文と同様、博士論文審査報告書が、当該学生の

就職の際に重要な意味を持つ。この報告書は量も日本

のものの数倍あり、文体も構成も独特である。このフ

ランス語文書の作成は、フランスの大学に勤めた経験

のない日本人審査員にとって大きな負担である。 
 
６. 実現のポイント 
6.1 成功のための鍵 
我々の限られた範囲での経験からすると、DD実現
のポイントとして、学生の質や、指導教員同士の連携

が挙げられるが、さらに日仏両大学でトップに直接も

のが言えるレベルの人の協力がとりわけ重要であった。 
DDの協定書の作成には、互いに相容れない2つの
大学の学位授与規定をすり合わせ、制度上の問題をク

リアせねばならない。また学内でも国際交流、教務と

いった複数の部署において専門知識をもった事務職員

の協力が不可欠となる。これは一教員が個人的レベル

で主導できるものではなく、組織として対応する必要

がある。本事例では、フランス側指導教員が部局長レ

ベル以上の人であったこと、日本側は研究科長の全面

支援があったからこそDDが実現できたと言える。 
 

6.2 なぜダブルディグリーを目指すのか 
ヨーロッパでDDが浸透しているのは、ボローニャ
プロセスと呼ばれるヨーロッパ共通の基準の存在があ

る（栗山他2008）4)ことが大きいが、それが適用され

ない日本とのDDは、解決すべき問題が多い。 
上述のような困難を承知の上でDDを目指すかどう
かを教師が決定する場合は、徹頭徹尾「学生にとって

の必要性」を考えるべきである。本事例の場合、オル

レアン大学の持つ会話コーパスが、博士論文の研究の

成就にとって、決定的な意味を持つという学問的理由

があった。加えて、フランスで就職する場合には、フ

ランスの学位が重要であるという事情もあった。DD
実現は、結果として大学のブランド力の向上に繋がる

かもしれない。しかし現場の教員の立場からは、労力

の割に効果が高いとは言いがたいほどにDDは制度的
に重い。当該学生に余程のメリットがなければDDは
始めるべきではないというのが正直な感想である。 

 
７．結論 
文部科学省は、各大学がそれぞれ学位を授与する

DD ではなく「連携する複数の大学が共同で単一の学
位を授与する」ジョイント・ディグリーの優位性を述

べている（中央教育審議会2014）5)。しかし、学位認

定の在り方の違いにおける問題点を鑑みると、本事例

はDDだからこそ実現できたといえる。 
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